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■
国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

　
収
入
の
減
少
や
失
業
な
ど
に
よ
り

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に

難
し
い
と
き
、
保
険
料
の
全
額
ま
た

は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

■
国
民
年
金
保
険
料
納
付
猶
予
制
度

　
50
歳
未
満
の
方
（
学
生
以
外
）
で
、

働
い
て
い
な
い
な
ど
の
理
由
で
生
活

に
余
裕
が
な
い
場
合
、
保
険
料
が
猶

予
さ
れ
ま
す
（
７
月
よ
り
30
歳
未
満

か
ら
50
歳
未
満
に
拡
大
）
。

■
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
…

・�

障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、
未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
、「
国

民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
」
の
手
続
き
を
と
る
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
２

問

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
な
い
で

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度

年
金

国
保
新
し
い
保
険
証
に

交
換
手
続
き
実
施
中

　
８
月
か
ら
使
用
し
て
い
た
だ
く
保
険
証
へ
の
交
換
手
続
き
を
、
国
保
年

金
係
で
行
っ
て
い
ま
す
。
保
険
証
の
有
効
期
限
を
ご
確
認
の
上
、
ま
だ
新

し
い
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
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３
９
１
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態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年

金
・
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・�

老
齢
基
礎
年
金
を
将
来
的
に
受
け

取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
手
続
き
に
つ
い
て

　
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
に
て

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
必
要

書
類
な
ど
の
詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ

は
、
国
保
年
金
係
ま
た
は
「
ね
ん
き

ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０
─
０
５

─
１
１
６
５
）
」
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
毎
年
行
う
所
得
の
判
定

　
高
齢
者
（
70
歳
以
上
75
歳
未
満
）

に
つ
い
て
は
、
毎
年
8
月
1
日
現
在

の
世
帯
員
の
前
年
の
所
得
を
判
定
し

て
、
医
療
費
の
負
担
割
合
が
決
ま
り

ま
す
。

　
町
で
は
、
高
齢
受
給
者
証
を
兼
ね

る
保
険
証
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

○
一
部
負
担
が
１
割
・
2
割
の
方

【
低
所
得
Ⅱ
】

　
同
一
世
帯
の
世
帯
主
お
よ
び
国
保

被
保
険
者
が
住
民
税
非
課
税
の
方

【
低
所
得
Ⅰ
】

　
同
一
世
帯
の
世
帯
主
お
よ
び
国
保

被
保
険
者
が
住
民
税
非
課
税
で
、
所

得
が
一
定
基
準
に
満
た
な
い
方

【
一
般
】

　
一
定
以
上
所
得
者
に
も
住
民
税
非

課
税
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
方

○
一
部
負
担
が
３
割
の
方

　
同
一
世
帯
に
住
民
税
の
課
税
所
得

が
１
４
５
万
円
以
上
の
70
歳
以
上
75

歳
未
満
の
国
保
被
保
険
者
が
い
る
方

旭日単光章を受章
故  砂明利　優さん

（小池６）

　砂明利さんは町議会議員のほか、

各種団体の委員として長年地域の

ために尽力し、町の発展に多大なる

貢献をされました。その功績を称え

られ、このたび旭日単光章を授与さ

れました。

【主な経歴】
○町議会議員

○町議会議長

○町農業委員会委員

○町監査委員

○�芝山町青少年相談員連絡協議会

会長

○�成田用水土地改良区高谷川下流

管理工区長

※�

た
だ
し
、
対
象
者
が
2
人
以
上
い

る
場
合
の
収
入
の
合
計
が
５
２
０

　
万
円
以
上
、
1
人
の
場
合
は
３
８

　�

３
万
円
以
上
に
な
ら
な
い
方
は
、

申
請
に
よ
り
1
割
ま
た
は
2
割
負

担
に
な
り
ま
す
。

　
「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

の
交
付
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
交

付
を
受
け
る
と
、
入
院
時
の
食
事
代

の
負
担
軽
減
や
、
医
療
費
の
自
己
負

担
限
度
額
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄

　
保
険
証
裏
面
に
臓
器
提
供
意
思
表

示
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
記
入

は
任
意
で
す
が
、
記
入
し
た
場
合
は

保
険
証
台
紙
に
付
い
て
い
る
臓
器
提

供
意
思
表
示
保
護
シ
ー
ル
を
貼
り
付

け
て
く
だ
さ
い
。

28
年
度
の
申
請
受
付
開
始
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総務課 行政係 ☎77‐3903問

芝山町シェイクアウト訓練は『効果的な防災訓練と防災啓発提
唱会議（ShakeOut 提唱会議）』の認定を受けて実施します

シェイクアウト訓練とは

訓練内容

　町では、いつか来る災害に備え「シェイクアウト訓練」を行います。自分や家族を守るため、
積極的なご参加をお願いします。

平成28年度山武郡市合同防災訓練に
参加しましょう

■訓練日時　９月１日㈭午前10時開始

・�９月１日に実施できない場合は、ご都合の良

い日時に実施いただいてかまいません。その

際は、各団体などで開始時間を決めて実施を

お願いします。

■訓練内容　シェイクアウト訓練
　　　　　（一斉行動訓練）
・�揺れから身を守る一斉行動訓練を実施します。

■実施時間　午前10時からおおむね１分間

・�訓練当日の午前10時に、防災行政無線で訓練

開始の合図をします。合図がうまく受け取れ

なかった場合でも、訓練の実施をお願いしま

す。

■実施区域　芝山町全域
■訓練場所　それぞれの自宅・職場・学校など
■想定災害　芝山町で震度6強の地震が発生
■留意点
・�自動車、自転車、歩行などの移動時は、安全

管理のため、訓練を行わないでください。�

・�地震、風水害などの発生による本部体制の設

置およびこれと同等の重大な事態が生じた場

合は、訓練を中止します。

　シェイクアウト訓練は、2008年に始まった新

しい形の地震防災訓練です。訓練方法はシンプ

ルで、指定された日時に、�特定の会場に集ま

ることなく、各家庭、職場、学校、外出先など

それぞれの場所で、参加者が地震から身を守る

ための『3つの安全確保行動』を約1分間行いま

す。地震による人的被害の多くは、揺れによる家具

の転倒、落下物による負傷などです。それらの被

害から身を守る有効な手段である『3つの安全確

保行動』を身につけるための訓練です。

1．身の安全の確保
　訓練開始の合図を機に、各家庭、職場、学校、

外出先などそれぞれの場所で約１分間、①姿勢を

低くし②体や頭を守り③動かない、といった、揺れ

が収まるまでの身の安全を守る『3つの安全確保行

動』を行っていただきます。

【身を守る3つの安全確保行動】

2．防災対策の再確認
　上記の行動後、家庭や職場など、それぞれの場

所で建物や建物周辺の環境の点検や家具などの

転倒・落下防止の確認を行うなど、下記の防災対

策の再確認をお願いします。

【家庭・地域・職場などにおける防災対策の確認事項】
⑴�災害情報の入手方法や避難所など、町の防災情

報を確認しましょう。

⑵�上部からの落下物や家具の転倒がない安全な

場所を確認しましょう。

⑶家庭、学校、事業所などの備蓄を点検しましょう。

⑷�家族などとの連絡手段を確認しましょう（災害

伝言ダイヤル171など）。

⑸�家具の転倒防止や照明の落下防止など、家や会

社の安全を点検しましょう。


